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米国原産の
貨物・技術

※4

需要者
※6

右に掲げる用途に用いられるおそれがある，ま
たは疑いがある。

は　い

その他：

外国での提供

電子メール，ファイル転送，FAX等送信

米国原産品を組込んだ製品（組込み品）の輸出

米国原産技術・ソフトウェアを用いれ製造された製品（直接製品）の輸出

貨物 技術

購入品の非該当証明書

その他：

取引区分

取引形態
※1

輸出 国名：

会議・打合せ

機器・資料等の貸与・贈与 視察等 非公開の講演会・展示会等

教育・研究 共同研究 技術指導 技術移転

公知・公開技術 基礎科学技術 市販プログラム

ECCN：

事業内容：

個人名・法人名：

大量破壊兵器の開発等

特定類型該当者( 類型① 類型② 類型③

いいえ

は　い いいえ

有 無

技術・貨物
の説明

送付状・インボイス

技術・貨物
の名称

ソフトウェア

技術資料 打合せ資料 契約書

相談者

居住区分：

TEL：

居住者 非居住者

所属： 職名：

E-mail：

氏名：

別紙様式第1-1（第13条関係）

事前確認シート［貨物の輸出・技術の提供］

提出年月日：

相談日

提供等予定日 ～

管理番号(年度)(管理部局記号)(連番)：

(元号)

(元号)

(元号)

(元号)

軍需産業関連の企業・組織である ※8

特例適用
※3

貨物・技術
の対象項番

※2

対象外 （対象項番がわからない場合は「不明」と記載してください。）

貨物（輸出令別表第1）：

技術・ソフト（外為令別表）：

輸出令第4条第1項：

貿易外省令第9条第2項：

無償告示貨物

その他：

その他：

少額特例貨物 → 金額：

居住区分等： 居住者 非居住者

輸出者との関係：

用途
※5

その他：

米国原産品(貨物・技術・ソフトウェア)の再輸出

自己
チェック欄

は　い

は　い

は　い

は　い

は　い

は　い

は　い

根拠となる書類（契約書，打合せ資料等）：

通常兵器等の開発等

その他，特定類型
該当性の根拠等　：

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

所属・職名：

(元号)

軍・警察・情報機関などである ※8

ユーザーリストに掲載されている ※8

国名・住所：

業種・職種：

いいえ

回答日：

輸出監理室

許可申請不要 理由：

許可申請不要 理由：

輸出監理室
受付

輸出監理室長

部局等

回答日：

(元号)
最高管理
責任者

該非判定，取引審査の手続を要する

いいえ

大量破壊兵器等の開発等に過去・現在・将来に関わっている ※8

輸出管理
統括責任者

部局等受付
(統括付ﾏﾈｰｼﾞｬｰ)

輸出管理
マネージャー

輸出管理
責任者

該非判定，取引審査の手続を要する

輸出監理室に相談を要する

その他：

グループＡ以外のグループ（名称見直し前の通称：非ホワイト国）である

グループＤ（国連武器禁輸国・地域）である

グループＤ（懸念国）である

（ウェブアドレスの記載又は資料の添付）

※ 関係する外国政府等，外国法人等（国・地域名を含む。）も記入してください。
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【参考】

1. 規制貨物・技術（輸出令別表1，外為令別表）
　「貨物・技術のマトリクス表」　 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html 参照

2. 許可例外の特例（輸出令第4条1項関係，貿易外省令第9条2項）
　「貨物」　https://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/sinsa-unyo/gaihihanntei-tejyun/apply1_1_kamotu.html 参照
　「技術」　貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条2項 参照
　「公知・公開の技術」提供の例
　　　学会誌，公開特許情報，公開シンポジウムの議事録等，不特定多数の者が入手可能な技術の提供
　　　講演会，展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術の提供
　　　学会発表用の原稿又は展示会等で，不特定多数の者に配布する資料の送付，雑誌への投稿等

3. 外国ユーザーリスト
　本学「安全保障輸出管理」ホームページ【https://www.shinshu-u.ac.jp/stc/】からリンクしていますので参照してくださ
い。

4. グループＡ（名称見直し前の通称：ホワイト国）　輸出令別表第3 参照
　アルゼンチン，オーストラリア，オーストリア，ベルギー，ブルガリア，カナダ，チェコ，デンマーク，フィンランド，
　フランス，ドイツ，ギリシャ，ハンガリー，アイルランド，イタリア，ルクセンブルク，オランダ，ニュージーランド，
　ノルウェー，ポーランド，ポルトガル，スペイン，スウェーデン，スイス，英国，アメリカ合衆国

5. グループＤ（国連武器禁輸国・地域）　輸出令別表第3の2 参照
　アフガニスタン，中央アフリカ，コンゴ民主共和国，イラク，レバノン，リビア，北朝鮮，ソマリア，南スーダン，スーダン

6. グループＤ（懸念国）　輸出令別表第4 参照
　イラン，イラク，北朝鮮

7. 該非判定・取引審査等について
　(本学「安全保障輸出管理」ホームページ【https://www.shinshu-u.ac.jp/stc/】からリンクしていますので参照してくださ
い。)
　信州大学安全保障輸出管理ガイドブック
　各種様式
　　事前確認シート［貨物の輸出・技術の提供］（別紙様式第1-1）
　　事前確認シート［留学生受入］（別紙様式第1-2）
　　事前確認シート［外国人研究者・訪問者等受入］（別紙様式第1-3）
　　事前確認シート［特定類型該当者の学生(留学生以外)受入］（別紙様式第1-4）
　　事前確認シート［特定類型該当者の研究者・訪問者等(外国人研究者・訪問者等以外)受入］（別紙様式第1-5）
　　該非判定書（別紙様式第2）
　　リスト規制例外チェックシート（別紙様式第3）
　　用途チェックリスト（別紙様式第4）
　　需要者チェックリスト（別紙様式第5）
　　取引審査票（別紙様式第6）
　　外国出張にかかる携行物申告書（別紙様式第7）
　　外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する確認書（別紙様式第8）

※ 政省令や外国ユーザーリストは改正がありますので，最新の情報を確認してください。

※1　海外出張の場合は別紙様式第7を提出してください。
※2　リスト規制該非判定は別紙様式第2で実施します。経済産業省HPの「マトリクス表」などを参照してください。
※3　リスト規制例外チェックは別紙様式第3で実施します。
※4　米国原産品等を輸出する場合は事前に輸出監理室に相談してください。
※5　用途要件の確認は別紙様式第4で実施します。
※6　需要者要件の確認は別紙様式第5で実施します。
※7　特定類型該当者とは，居住者のうち，以下の3類型のいずれかに該当する者です。詳細は，経済産業省HPの
　　「みなし輸出管理」https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo07.html を参照ください。
　　　 類型①：外国政府や外国法人等との間で雇用契約等の契約を締結し，当該外国政府や外国法人等の指揮命令
　　　　　　　 に服する又はそれらに善管注意義務を負う者
　　　 類型②：経済的利益に基づき，外国政府等の実質的な支配下にある者
　　　 類型③：国内において外国政府等の指示の下で行動する者
※8　所属する個人を含みます。
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